
 

 

 

 

 

 

石川県経営持続月次支援金の申請受付開始及び説明会開催について 

 

１ 申請について 

・申請期間：令和３年７月５日から同年１０月３１日まで 

申請先 〒９２０－０８６４ 金沢市高岡町１２－４５ロイヤルシャトー南町 

石川県経営持続月次支援金事務センター 宛 

オンライン申請 石川県経営持続月次支援金ホームページ 

（https://ishikawa-shienkin.jp/keieijizoku/） 

 

・問合せ先：石川県事業者支援ワンストップコールセンター  

電話 076-225-1920 受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日も対応） 

 

 

２ 説明会開催について 

・趣  旨：国の月次支援金や石川県経営持続月次支援金について広く周知を図る。 

・対  象：石川県内の事業者 

・日  程：県内７会場での開催のほかオンライン配信も実施（詳細は別紙のとおり） 

・次  第：（１）国の月次支援金の内容説明 

（２）石川県経営持続月次支援金の内容説明 

（３）行政書士会による個別相談会 

・申込方法：Web申込 

   

  ※詳細は石川県経営持続月次支援金ホームページをご確認ください。 

（https://ishikawa-shienkin.jp/keieijizoku/） 

 

  

令和 3年 7月 5日 
（事務担当） 

産業政策課 
野崎、柿崎 

TEL 076-225-1519 
（内線 4446） 

https://ishikawa-shienkin.jp/keieijizoku/
https://ishikawa-shienkin.jp/keieijizoku/


（別紙） 

 

国の月次支援金及び石川県経営持続月次支援金説明会 日程表 

 

 

 

（参考：給付額） 

・一般事業者は国の半額を支給 

中小企業等 上限１０万／月 （２カ月分最大２０万） 

個人事業主 上限 ５万／月 （２カ月分最大１０万） 

・酒類販売事業者は国と同額を支給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※一般事業者と酒類販売事業者では申請要項が異なります。 

以上 

日時 場所 備考 

7月 12日（月）一般の部 10時～12時 
小松商工会議所  

         酒類の部 13時 30分～15時 30分 

7月 13日（火）酒類の部 10時～12時 地場産業振興センター 

コンベンションホール 

オンライン 

配信          一般の部 13時 30分～15時 30分 

7月 14日（水）10時～12時 加賀商工会議所 
オンライン 

配信 

7月 15日（木）13時 30分～15時 30分 珠洲商工会議所  

7月 20日（火）13時 30分～15時 30分 輪島商工会議所  

7月 21日（水）13時 30分～15時 30分 白山商工会議所  

8月 2日（月）一般の部 10時～12時 
七尾商工会議所 

オンライン 

配信        酒類の部 13時 30分～15時 30分 

 


